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Ｎｏ 資料名 頁 項目 質問等の内容 回答

1 仕様書 3
11　契約内容
（3）バイオマス比率

バイオマス比率の毎月算定、ご提供いただけるという
認識でよろしいでしょうか。

バイオマス比率は毎月算出し、通知します。

2 契約書（案） 5 第17条　契約保証金

道央廃棄物処理組合契約規則第31条において「（３）
第３条及び第17条の規定による資格を有する者と契約
を締結する場合において、その者が過去２年間に国又
は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約
（工事の請負を除く。）を数回以上にわたって締結
し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められると
き。」
上記の通り記載がございますが、履行済の契約書の写
しの提出を以って免除されるという認識でよろしいで
しょうか。

道央廃棄物処理組合契約規則第31条第3号の可否は、
提出された契約実績資料により、過去2年間における
国又は地方公共団体との同種・同規模の契約を複数
回締結し、誠実に履行した事実が確認できるかを総
合的に審査した上で判断いたします。

3 契約書（案） -

契約書　第3条　電力
供給上の協力、第6条
発電量調整供給契約、
第27条　運用申合書

【発電計画について】
契約後、発電計画は、発注主様から弊社にご提出いた
だく認識でよろしいでしょうか。
30分エクセルデータで週間、月間でご提出いただけま
すでしょうか。
また月間（週ごとの平日・休日、8時から22時とそれ
以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の
平均kW）、年間（月ごとの平日・休日、8時から22時
とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1
時間の平均kW）でご提出いただくことは可能でしょう
か。

①発電計画は、契約書第3条第2項に基づき、原則と
して週1回の頻度で、当方より電子メールにて提出し
ます。

②30分エクセルデータについて、週間は提出します
が、月間分の提出は行いません。

③月間及び年間計画は、週及び月ごとの平日・休
日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大お
よび最小電力※1時間の平均kWでとりまとめ提出しま
す。

4 仕様書 - 容量市場

【容量市場について】
容量市場に参入していますか。されている場合何電源
で登録されていますでしょうか。

容量市場には参入しておりません。

5 契約書（案） 3
第9条　余剰電力量の
軽量

【電力計について】
契約期間内に、一般送配電事業者様によって設置され
た取引用電力計について更新の予定がある場合、費用
は発電所負担の認識でよろしいでしょうか。

取引用電力量計は、一般送配電事業者の財産である
ため、当該設備の更新に係る費用は、受注者の負担
とはなりません。
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6 契約書（案） 5 第17条　契約保証金

免除のため過去2年間に国又は地方公共団体と種類及
び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締
結していることを示す場合、例えばほぼ同じ売電量の
電力の売買契約書を2つ以上エビデンスとして提出す
ることで認められますでしょうか。

契約保証金免除の可否は、提出された契約実績資料
により、過去2年間における国又は地方公共団体との
同種・同規模の契約を複数回締結し、誠実に履行し
た事実が確認できるかを総合的に審査した上で判断
いたします。

7 仕様書 - 容量市場
当該電源は現在、容量市場に参加し非FIT分のkWを供
出していますでしょうか。

容量市場には参入しておりません。

8 仕様書 4
13　非FIT非化石価値
について

「非FIT非化石価値は含まないものとする」とは、入
札価格に非化石価値分は含まないという意味で、落札
者が非化石証書の申請をし取得することは問題ござい
ませんでしょうか。

落札者の非化石証書の申請・取得を妨げるものでは
ありません。

9 別紙１ - 発電実績
月別のデータとは別に30分毎の発電量実績データ（例
えば2024年度実績）は開示可能でしょうか。

開示できません。

10 入札公告 4 9の(2)
各区分毎の計算時に端数が出てしまった場合は1円未
満は切り捨てという認識でよろしかったでしょうか。

合計額の1円未満は切り捨てとします。

11 入札公告 4 9の(4)

・内封筒に入札書と内訳書を封入する際、ホチキス止
めや割印等のご指定はございますでしょうか。
・内封筒の表に件名等の記載をする際は横書きでもよ
ろしいでしょうか。
・外封筒へは封筒の綴じ目に押印する必要はないとい
う認識でよろしかったでしょうか。

入札公告9(4)及び別図②に従い作成してください。
・内封筒への封緘部は別図③のとおり、代表者印
（様式第6号・第7号に押印するものと同じもの）で
押印してください。
・内封筒の表記は横書きでも可とします。
・外封筒にについて、綴じ目への押印等の封印は不
要です。

12 入札公告 7 15

契約保証金について、道央廃棄物処理組合契約規則第
31条(3)に該当する場合は免除になりますでしょう
か。その場合、書類等の提出の有無、タイミングをご
教示いただけますでしょうか。

契約保証金または免除審査に係る実績資料の提出時
期は、落札者決定後、契約締結手続に入る段階で速
やかにお願いします。免除の可否は提出資料の審査
結果により判断します。
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13 入札公告 7 15

契約保証金がかかる場合、銀行保証書での納付を考え
ておりますが発行に2週間ほどお時間いただくことは
可能でしょうか。難しい場合、暫定的にPDFをメール
でお送りし後日早急に原本を郵送させていただくこと
は可能でしょうか。

契約保証の提出は、契約締結手続に支障が生じない
よう、取得でき次第速やかにお願いします。やむを
得ず原本の準備に時間を要する場合は、写し（PDF）
を先行提出の上、原本を速やかに提出してください

14 仕様書 3 11の(7)

発電側課金について貴組合の負担という認識でよろし
かったでしょうか。また、相殺精算すると記載がござ
いますが入札単価には発電側課金分も含めた単価で入
札する認識でお間違いないでしょうか。(例：電力量
単価10円、発電側課金0.4円→入札単価10.4円)

・発電側課金は当方で負担します。

・相殺精算とは、電力量単価に基づく売却価格を計
算し、最後に発電側課金額を除くものです。よって
入札単価に発電側課金額を考慮する必要はありませ
ん。

15 仕様書 3 13
受注者には非化石価値は帰属しないという認識でよろ
しかったでしょうか。

本契約においては、非FIT非化石価値は含まないもの
としております。よって非FIT非化石価値は受注者に
帰属します。
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